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議会運営委員会 

令和３年１１月２２日（月）

午 前 ９ 時 ５ ７ 分 開  会

○仲委員長  皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、令和３年第４回定例会に伴う議会運営委員会を開催いたします。 

 なお、本日の事項に請願がありますので、紹介議員２名の出席を求めております。

あらかじめ着席をお願いいたしましたので、御了承をよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、市長から御挨拶があります。 

○加藤市長  おはようございます。 

 本日は、令和３年第４回定例会のための議会運営委員会を開催していただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 さて、本定例会に上程いたします議案につきましては、議案第６４号、尾鷲市奨

学金貸与条例の一部改正についてから、議案第６７号、尾鷲市海洋深層水総合交流

施設・分水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についての条例の一部改正

議案が４件、議案第６８号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１１号）の議

決についてから、議案第７２号、令和３年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第１号）

の議決についてまでの補正予算議案５件と、議案第７３号、尾鷲市立養護老人ホー

ム聖光園の指定管理者の指定についてまでの議案計１０件でございます。 

 これら提出議案の詳細につきましては、総務課長より説明いたさせます。よろし

く御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○仲委員長  どうもありがとうございます。 

 それでは、提出議案について、総務課長、説明をお願いします。 

○竹平総務課長  それでは、今回提案しております議案について御説明をさせて

いただきます。 

 議案書の１ページを御覧ください。通知をさせていただきます。 

 議案第６４号、尾鷲市奨学金貸与条例の一部改正についてにつきましては、本市

出身で勉学に対する熱意あるもので学資の十分でない者に対し、向学心の高揚及び

教育の機会均等に寄与するため、他市町の貸与額の状況や奨学金貸与選考委員の御

意見を踏まえ、大学や短期大学、高等学校等、各対象者の現行の貸与額にそれぞれ

年額６万円を増額した貸与額を新たに設け、現行貸与額との選択制とするものでご
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ざいます。 

 次に、３ページ、議案第６５号、尾鷲市国民健康保険条例の一部改正についてに

つきましては、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、出産に伴う

産科医療補償制度の見直しと出産育児一時金の額が改正されたことに伴い、本市条

例で定める出産育児一時金を４０万８,０００円とし、産科医療補償制度に加入し

ている場合の出産育児一時金加算額を１万２,０００円に改めるものでございます。 

 次に、５ページの議案第６６号、尾鷲市国民健康保険税条例の一部改正について

につきましては、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一

部を改正する法律が公布されたことに伴い、子育て世帯の経済的負担軽減の観点か

ら、国保制度において未就学児に係る均等割額を軽減するなど、所要の改正を行う

ものでございます。 

 次に、８ページ、お願いします。 

 議案第６７号、尾鷲市海洋深層水総合交流施設・分水施設の設置及び管理に関す

る条例の一部改正についてにつきましては、アクアステーションの運営体制の見直

しを行うとともに、みえ尾鷲海洋深層水の新たな販路として通信販売を実施してい

くために条例を整備するものでございます。 

 次に、１０ページ、議案第６８号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１１

号）の議決についてから、１４ページの議案第７２号、令和３年度尾鷲市水道事業

会計補正予算（第１号）の議決についてまでの５議案につきましては、御手元に配

付の一般会計補正予算（第１１号）主要事項説明の１ページをお願いいたします。

通知をさせていただきます。 

 今回の補正予算計上額は予算集計表に記載のとおり、一般会計で１億１,２１５

万７,０００円の増額、国民健康保険事業会計で２９５万６,０００円、後期高齢者

医療事業会計で１,７９９万６,０００円をそれぞれ増額するものでございます。 

 また、病院事業会計では、歳入で１億３,６１７万６,０００円を増額し、歳出で

２,０２６万円を減額、水道事業会計では、歳入で１万８,０００円を増額し、歳出

で７３１万１,０００円を減額するものでございます。 

 それでは、２ページを御覧ください。 

 一般会計の歳入の主なものについて説明をいたします。 

 １２款分担金及び負担金２３２万４,０００円の増額は、養護老人ホーム聖光園

の入所者増加に伴う老人ホーム入所者負担金を増額するものでございます。 

 １４款国庫支出金３,６０８万５,０００円の増額は、新型コロナウイルス感染症
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対応地方創生臨時交付金２,８４０万３,０００円の増額、利用者の増加に伴う障害

者自立支援給付費等国庫負担金３７４万８,０００円の増額及び児童手当システム

改修に係る子ども・子育て支援事業費２０５万７,０００円の追加が主なものでご

ざいます。 

 １５款県支出金１,３０３万円の増額は、新型コロナウイルスワクチン接種医療

従事者派遣事業補助金１,０２２万８,０００円の追加が主なものでございます。 

 １７款寄附金２,３０２万４,０００円の増額は、一般財団法人尾鷲みどりの協会

より、林業振興事業寄附金として２,２３０万円及び市内１法人より７２万４,００

０円の御寄附をいただいたものでございます。 

 １８款繰入金１,８００万円の増額は、前年度の医療給付費負担金の精算に伴い、

後期高齢者医療事業会計に繰り入れるものでございます。 

 ２０款諸収入１,９５３万円の増額は、紀北広域連合負担金前年度精算金でござ

います。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ３ページを御覧ください。 

 各款別の補正額は一覧表に記載のとおりでございます。このうち、主なものにつ

いては、次の４ページで御説明をいたします。 

 まず、各款共通の人件費では、特別職１９３万６,０００円の減額は、市長の任

期後における給料及び期末手当の２０％減額分でございます。一般職３,６０１万

７,０００円の減額は、会計年度任用職員に係る報酬４２６万４,０００円の減額、

昇給や人事異動等に伴う給料４８０万４,０００円の減額で、職員手当４,３６４万

の増額は、職員の退職手当等の増額が主なものでございます。 

 次に、総務費では、一般管理費情報化推進事業で、地方創生臨時交付金を活用し

たウェブ会議用臨時端末及び関連備品購入費など、２８８万４,０００円の追加。 

 財産管理費では、財政調整基金積立金１,７４６万７,０００円、尾鷲みどりの基

金積立金２,２３０万円など、今補正に伴う増額でございます。 

 企画費８７万円の追加は、地方創生臨時交付金事業として、伊勢鉄道協調支援負

担金の追加でございます。 

 民生費では、国民健康保険事業特別会計繰出金２９５万６,０００円の増額、自

立支援給付事業では、就労継続支援Ｂ型事業費など、利用者の増加に伴い７４９万

６,０００円の増額。 

 老人福祉費は、入所者の増加に伴う養護老人ホーム聖光園指定管理料７５２万９,
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０００円の増額。 

 児童措置費では、地方創生臨時交付金事業として、各保育園での地元水産物を活

用した給食事業補助金７７万６,０００円の追加です。 

 衛生費では、ワクチン集団接種会場への医療従事者の派遣に対する新型コロナウ

イルスワクチン接種医療従事者派遣事業補助金１,０２２万８,０００円の追加、ま

た、先般清掃工場敷地内で発生した事故に係る賠償金７１万６,０００円の追加で

ございます。 

 農林水産業費では、地方創生臨時交付金事業として、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けた漁業協同組合に対する支援として、漁業設備更新事業補助金１９３

万６,０００円の追加。 

 教育費では、同じく地方創生臨時交付金事業として、中央公民館のＬＡＮ配線整

備等で５０万６,０００円の追加でございます。 

 続きまして、６ページ、債務負担行為補正の追加でございますが、全部で２８件

ございまして、来年度以降における事業の円滑な執行のため、債務負担行為を設定

するものでございます。期間及び限度額につきましては、記載のとおりでございま

す。 

 続きまして、７ページ、国民健康保険事業特別会計では２９５万６,０００円を

追加し、歳入歳出総額を２２億８,３７８万７,０００円とするものでございます。 

 歳入は、一般会計からの繰入金２９５万６,０００円の増額で、歳出は、１款総

務費は人事異動に伴う人件費１４６万６,０００円の減額、２款保険給付費は、出

産育児一時金２１０万１,０００円の増額、６款基金積立金は、国保財政調整基金

積立金２３２万１,０００円の増額でございます。 

 ８ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療事業特別会計は１,７９９万６,０００円を増額し、歳入歳出総額

を６億８,８１４万８,０００円とするものでございます。 

 歳入の主なものは諸収入で、前年度の療養給付費市町負担金の精算１,８００万

円の追加。歳出では、同じく諸支出金で、前年度の療養給付費市町負担金の精算に

伴う一般会計への繰出金１,８００万円の追加が主なものでございます。 

 ９ページを御覧ください。 

 病院事業会計でございますが、収益的収入及び支出では、医業収益で１億８,８

２０万９,０００円の減額、医業外収益で新型コロナウイルス感染症対策の補助金

３億３,００８万５,０００円の増額。支出では、医業費用で材料費３,１７２万１,
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０００円の減額等４,２８８万５,０００円の減額、医業外費用で控除対象外消費税

の増額等により２,８５５万円の増額でございます。 

 資本的収入及び支出では、収入で、医療機器整備事業債の減額により企業債が５

７０万円の減額。支出では、医療機器購入費の減額による建設改良費５９２万５,

０００円の減額でございます。 

 次に、１０ページ、債務負担行為補正でございますが、合計１６件で、いずれも

来年度以降における事業の円滑な執行のため、債務負担行為を設定するものでござ

います。 

 次に、１１ページ、水道事業会計でございますが、収益的収入及び支出の収入で

は、営業外収益で長期前受金戻入１万８,０００円の増額、支出では、営業費用で

人事異動に伴う人件費などの減による７３０万７,０００円の減額が主なものでご

ざいます。 

 以上、議案第６８号、令和３年度尾鷲市一般会計補正予算（第１１号）の議決に

ついてから、議案第７２号、令和３年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第１号）の

議決についてまでの５議案の説明とさせていただきます。 

 次に、議案書に戻りまして、１５ページを御覧ください。通知をさせていただき

ます。 

 議案第７３号、尾鷲市立養護老人ホーム聖光園の指定管理者の指定についてでご

ざいますが、公の施設の指定管理を行うに当たり、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 指定管理者を指定する施設の名称は、尾鷲市立養護老人ホーム聖光園、指定管理

者は、株式会社紫宝創建、指定の期間は、令和４年４月１日から令和９年３月３１

日までの５年間でございます。 

 以上をもちまして、提出議案の説明とさせていただきます。 

○仲委員長  ありがとうございます。 

 以上が提出議案、議案第６４号から議案第７３号までの１０議案の説明でござい

ますが、提出議案について、質疑はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○仲委員長  質疑はないということで、この提出議案については了承されたとい

うことにいたします。 

 続きまして、請願について、審議に入ります。 

 まず、事務局から、この請願について御報告をお願いいたします。 
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○高芝議会事務局長  それでは、事項書２番、請願について説明させていただき

ます。 

 ただいま通知させていただきました請願文書表（案）及び請願書写しのとおり、

旧三田火力発電所跡地への野球場他スポーツ施設等の計画見直しを求める請願でご

ざいます。 

 請願者は、尾鷲市矢浜１丁目２５番２５号、市民・住民まちづくりの会代表、楠

裕次氏。紹介議員は、中村レイ議員、内山左和子議員及び西川守哉議員であります。 

 本日は紹介議員の皆様に御出席いただいておりますが、請願の内容につきまして

は、別紙、請願書写しのとおりでございます。 

 なお、この請願の取扱いにつきましては、本定例会２日目である１２月６日に上

程し、その後、所管の行政常任委員会に付託し御審査いただく予定としております。 

 説明は以上でございます。 

○仲委員長  どうもありがとうございます。 

 局長の報告でございますが、会議規則第１４１条の中で紹介議員の委員会出席が

ありまして、今回、請願についての趣旨説明を紹介議員の方にお願いしたいと思い

ます。一応、代表と書かれているのが中村議員でございますので、中村レイ議員に

趣旨説明をお願いいたします。 

○中村議員  それでは、趣旨説明をさせていただきます。 

 趣旨説明はここに書かれていますとおり、浸水域に公費を投入した親子３代健康

公園の設置は非常に意味がないと考えてこれを出したということで、私たちも紹介

議員としてこれを出させていただきたいと思います。 

 そして、何よりも私たちが問題視したい点について、少しお話しさせてください。 

 三田火力発電所跡地の再開発、再計画、非常に大事だと私たちも認識しておりま

す。その中で、２３０メートルの煙突撤去にあの土地全体が必要であったことは皆

さんも御存じだと思いますけれども、もう一つ、桟橋というすごく大きな施設が残

っています。その施設を中電が解体するにせよ、尾鷲市が解体するにせよ、すごく

大変な工事になるんですけれども、そのことを理解されて、どれだけのバックヤー

ドが必要で、どういう手順であの桟橋を撤去しなければならないということを勘案

した上でここにこの公園事業をしようとされたのかというところの検討がまずなさ

れたのかどうかをお尋ねしたいと思います。説明していただけますか。 

○仲委員長  あくまで今回は請願についての趣旨説明を求めておりますので、中

村レイ議員の質問については受け付けられませんので、御了承ください。 
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 趣旨説明、それでいいですか。文面についての説明もないですか。 

○中村議員  はい。 

○仲委員長  趣旨説明については、中村議員から以上のとおりでございますが、

この請願の趣旨説明についての質疑のある方はお願いしたいと思います。何かござ

いますか。 

 一応、議運の中で、この請願が適当であるかという意味の中では、ある程度の意

見をいただきたいと思うんですけど、なければ、私のほうから。 

○小川副議長  皆さん、ないみたいで、オブザーバーなので、皆さんがなかった

ら二つぐらいちょっと聞きたいことがあるんですけど、この請願は、市民・住民ま

ちづくりの会から提出されておりますけれども、会員の総意であるのか、まず、総

意であるのかどうか、それをお答えいただけますか。 

○中村議員  会員の総意です。これは、会員を募集するに当たり、このことにつ

いて説明して会員になっていただいています。それと、もう一つは、この案件につ

いてだけの署名も集めております。人数については、後ほど代表のほうから数字は

出させますので。 

○小川副議長  署名してもらった方の総意と言われているみたいなんですけど、

総会とかを開いて決議したわけではないんですよね。 

○中村議員  これに関しての総会はまだ始まったばかりで行っておりませんが、

この会を発足させるに当たっての説明で会員募集をしておりますので、この案件に

ついては会員の了解済みです。 

○小川副議長  これまで執行部のほうから、令和２年１１月１０日、モデル中間

報告とか、いろいろ野球場の移転補償に関わる基本協定書なども令和３年１月２１

日に報告されておりますけど、議会として承認されておりますけれども、承認とい

うのも議決の範囲内だと思うんですけど、紹介議員の中村議員、議会の議決って重

いものだと思うんですけど、それに対する反対の請願ということをどのようにお考

えなのか、教えていただけますか。 

○中村議員  すみません。議会の議決内容について、この土地で親子３代の公園

に……。 

○小川副議長  そういうことを聞いておるんじゃなしに、議決内容の重みという

ことに対し中村議員の考えを教えてください。 

○中村議員  すみません、それはいつの議決で、もう一度説明していただけます

か。 
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○小川副議長  令和２年１１月１０日、ＳＥＡモデル中間報告について、開発コ

ンセプトとして、スポーツ振興ゾーン、新野球場、多目的スポーツ芝生広場、築山

を示しました。野球場の書面が示され、広域ごみ処理施設の代替施設として整備す

ることが報告をされています。議会も承認しております。令和３年１月２１日、野

球場の移転補償に関わる基本協定書、５市町で協定を結んでおります。これも議会

が承認をしておりますね。あと、令和３年３月１５日、おわせＳＥＡモデルスポー

ツ振興ゾーン、これに対して、広域ごみ処理施設代替野球場建設については、社会

資本整備総合交付金２分の１を使うということで報告もされております。これも承

認されております。そしてまた、３月３１日、多目的スポーツフィールド整備事業

基本計画策定等業務委託料、臨時議会でこれも承認されております。また、令和３

年１０月２２日、おわせＳＥＡモデルスポーツ振興ゾーンについて、スポーツによ

る集客交流を推進する、親子３代が、今言われたところですね、集う整備公園、野

球場、多目的スポーツ広場、キッズパークに係る工程表を示され、議会にて承認を

しておりますけど、その議決に対してどうなのかということです。 

○中村議員  その議決に対して、本会議での議決があったということですか。 

○小川副議長  承認されたことも議決の範疇に入ると思うんですけど、たしかそ

のとおりですよね、議長、そうですよね。 

○三鬼議長  承認というのは、委託費用を認められたという部分になろうかと思

います。あとは、厳密に言えば、施策推進を議会としても受け止めてきたという形

の中で、これも賛否両論あって構わないことですので、それが平均的なことで、説

明していること自体が間違っていないですけど、承認というところの範囲につきま

してはそうだと思います。 

○仲委員長  よろしいですか。 

○中村議員  その説明の中にちゃんとした説明があったのかというのが、私にも

分かりませんし、その議決に関して予算が認められたということは認めます。だか

ら今こうして出てきたわけですよね。予算が出て、それが承認されて、この計画書

が出てきましたよね。それについて私はとやかく申しておりません。ただ、予算が

ついて、そして計画が出てきて、その計画が明白になった今、非常に不備があると

私たちは考えておりますので、それについてもう一度ここで審議したいと思いまし

てこれを出させていただきました。 

○小川副議長  あくまでも質疑なんですから、疑義に対して僕は質問しているん

ですから、思いとかを聞く場所じゃないと思うので、その疑義に対して、議会の議
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決の重みについてどういうお考えですかということでお答えください。 

○中村議員  十分理解しておりますので、議決に対しての問題視は一切しており

ません。 

○仲委員長  実はその話なんですけど、ちょっといいですか、関連でございます

ので。 

 今の質疑のやり取りを見ておったわけですけど、本年の３月３１日に多目的スポ

ーツフィールド整備事業基本計画策定等業務委託料を臨時議会で承認をされており

ます。１,６３２万１,０００円。これについては、この前の１０月２２日に中間報

告で平面図が示されました。ということは、既にこの計画が進捗していることを紹

介議員の皆様が認識した上で請願を出されたかどうか、そこをお答えください。 

○中村議員  認識しております。その計画内容について、今回出させていただき

ました。 

○仲委員長  ほかにございますか。 

○濵中委員  常任委員会で審議をする上で、それまでに求めておきたい資料があ

るなと思いますので、その点をお願いしたいと思います。この中に高電圧変電所の

交流磁場という文言がございます。これに関して、科学的根拠、あと、ここでは何

十年にもわたって職場として従事された多くの方がいらっしゃるので、その人たち

に出た健康被害があるのであれば、その辺りの資料を常任委員会までに求めたいな

と思います。委員長、お願いしてよろしいですか。 

○仲委員長  ただいま濵中委員から交流磁場、言うたら電磁波の関係だと思うん

ですけど、その健康被害が人体にあるかどうかという資料を紹介議員、資料を用意

できますか。 

○中村議員  この健康被害ということについて、科学的、医学的にそれが何かと

いうことというのは、ワクチンと一緒で非常に出にくい事例の中に入ってきますの

で、できるだけ集めさせていただきます。 

○小川副議長  関連しまして、執行部も調査とか許可とかその内容とか、聞いて

いると思うんですけど、中電との話合いで磁場については。そういうは資料ありま

すか。執行部のほうには。 

○下村副市長  中電のほうから資料はいただいておると聞いております。 

○仲委員長  ほかに質疑はございませんか。 

○三鬼議長  質疑じゃないんですけど、先ほど、中村レイ議員の発言、委員長が

説明した中で、議員として継続であろうと新人であろうと差はないので、議会が議



－１０－ 

決したことに何ら差がない。そのために図書室を設けまして、議事録、何十年とい

う議事録を全て置いてありますので、新人の今回から議員された方は、その辺の確

認をされた上で発言というのをしていただきたいというのが１点と、あと、先ほど

中電のほうから資料をいただけるということをしたんですけど、実はこれを提出さ

れた折に、中電という第三者機関のことがこのように抽象的に載っておりましたの

で、提出者に文章を改める気は、具体的にどこがとは言いませんけど、この文書で

いいんですかって、改める気はないんですかって意見を求めたところ、文章を変え

る気はないということでしたので、この辺は本人がそのときに申出てくれておれば、

私を含めて事務局も、この辺は第三者機関であるということときちっと根拠がある

のかということを御指導させていただきたかったんですけど、請願につきましては、

発議と違って、市民であっても市民じゃなくても出せて、その代わり、議員が担保

するということがありますので、その辺も含めて、提出していただいたときにちょ

っとそういう思いもあったんですけど、提出者が文章は変えないということがあり

ましたもので、このまま受け取らせてもらっております。 

○仲委員長  ただいまの議長の報告は、この請願の文書の中で中段ほどに高電圧

変電所に隣接しており、交流磁場等により健康な場所とは言えませんという文面が、

やはり議長の指摘がありまして代表者に伝えたところ、この文面については変更し

ないという発言があったということで御報告をいたします。 

○三鬼議長  具体的にはどこどこと言うんじゃないですけど、文章がちょっと気

になりましたもので、文章を変える気ありませんかと言ったところ、これ以上変え

る気がないということでしたので、私はそう受け止めました。 

○仲委員長  ほかに質問、質疑はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○仲委員長  なしということで、この請願については、後ほどまた全協でお願い

したいと思います。 

 次に、３番目の議員派遣について。 

○高芝議会事務局長  それでは、事項書３番、議員派遣について説明させていた

だきます。 

 ただいま通知いたしました議員派遣一覧表に記載のとおり、令和４年１月１９日

に熊野市において、第１６３回三重県市議会議長会定期総会が開催される予定でご

ざいます。議長とともに小川副議長が出席することから、地方自治法第１００条第

１３項及び会議規則第１６６条の規定により議決をいただくものでございます。 
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 なお、この議員派遣につきましては、本定例会最終日に議決いただく予定として

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○仲委員長  よろしいですか。 

 続きまして、４番目の会期及び議事日程（案）について、事務局からお願いしま

す。 

○高芝議会事務局長  それでは、事項書４番、会期及び議事日程（案）について

説明させていただきます。 

 会期は１１月３０日火曜日から１２月１５日水曜日までの１６日間でございます。

会議はいずれも午前１０時開会とさせていただいております。１１月３０日に本会

議を開会いたしまして、会議録署名議員の指名、会期決定の後、議案上程、提案説

明（審議留保）。これは、先ほど執行部から説明がありました議案第６４号、尾鷲

市奨学金貸与条例の一部改正についてから、議案第７３号、尾鷲市立養護老人ホー

ム聖光園の指定管理者の指定についてまでの計１０議案についてでございます。 

 次に、翌１２月１日水曜日から３日金曜日までは議案調査、４日、５日は土日の

ため休会となります。６日月曜日午前１０時より本会議を再開し、１１月３０日に

上程提案されております議案に対する質疑の後、常任委員会に付託していただき、

その後、一般質問に入っていただきます。９日木曜日から土日を挟みまして、１３

時月曜日は行政常任委員会を開催し、付託議案及び所管事項の審査を行っていただ

きます。１４日火曜日は予備日とし、１５日水曜日午前１０時から本会議を再開し

ていただきまして、付託議案の委員会における審査結果等の委員長報告、委員長報

告に対する質疑、討論、採決を行い閉会となる予定でございます。 

 委員長、続けて、各通告書について説明させていただいてよろしいでしょうか。 

○仲委員長  お願いします。 

○高芝議会事務局長  それでは、引き続き、各発言通告書の提出期限でございま

すが、一般質問発言通告書及び議案質疑発言通告書の提出期限につきましては、申

合せによりまして、１２月１日水曜日の午前１１時までとさせていただいておりま

す。 

 討論発言通告書提出期限につきましては、１２月１４日火曜日の午前１１時まで

とさせていただいております。 

 なお、ただいま議案付託表（案）のほうを通知させていただきましたので、御確

認いただきますようよろしくお願いいたします。 
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 説明は以上でございます。 

○仲委員長  以上が会期及び議事日程案等、一般質問等でございますが、このこ

とについて何かございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○仲委員長  なしと認めます。 

 以上で本日の議運の全てが終了いたしましたので、これで閉会をいたします。 

（午前１０時３１分 閉会） 


